
認知症対応型共同生活介護利用約款 

（介護予防認知症対応型共同生活介護約款） 
 

（約款の目的） 
第１条  グループホーム千同ひまわり（ 以下「当施設」という。）は、要支援２又は要介護状態と

認定され、認知症の状態にある入居者（ 以下単に「入居者」という。）に対し、介護保険法

令の趣旨に従って、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように認知

症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスを提供し、一方、入

居者及び入居者の身元を保証する者（ 以下「身元引受人」という。）は、当施設に対し、そ

のサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 
 
（適用期間） 
第２条  本約款は、入居者が認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）利

用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場

合は、新たに同意を得ることとします。 
    ２  入居者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１の改定が行なわれない限り、初回利用 
      時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 
 
（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てるものとします。但し、利用者が身

元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者）であること 

② 弁済をする資力を有すること 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額１００万円

の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負うものとします。 

 
（入居者からの解除） 
第４条  入居者及び身元引受人は、当施設に対し、退居の意思表明をすることにより、本約款に基

づく入居利用を解除・終了することができます。 
 
（当施設からの解除） 
第５条  当施設は、入居者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入居利用

を解除・終了することができます。 
      ①  入居者が要介護認定において自立又は要支援１と認定された場合 
      ②  入居者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な認知症対応型共同生活介

護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスの提供を超えると判断された場合 
      ③  入居者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を 

  督促したにもかかわらず１か月以内に支払われない場合 
      ④  入居者が、当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して、利用継続が困難となる 
        程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 
      ⑤  天災、災害、施設・設備その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることが 
        できない場合 
 
（利用料金） 
第６条  入居者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく認知症対応型共同生

活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスの対価として、グループホーム千同

ひまわり利用料金をもとに計算された月ごとの合計額及び入居者が個別に利用したサービス



の提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、入居者の経

済状態等に変動等があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 
    

 ２  当施設は、毎月１０日前後に、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、入居者及び身元引受

人が指定する送付先に対し送付若しくは手渡しし、入居者及び身元引受人は、連帯して、当施

設 に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払いの方法は、口

座振替とする。 

 

（記録） 
第７条  当施設は、入居者の認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サ

ービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 
    ２  当施設は、入居者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じ 
      ます。但し、身元引受人その他の者（ 入居者の代理人を含みます。）に対しては、入居者の

承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 
 
（身体の拘束等） 
第８条  当施設は、原則として入居者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがあ

る等緊急やむを得ない場合は、管理者が判断し、身体拘束その他入居者の行動を制限する行 
      為を行うことがあります。この場合には、当施設の管理者がその様態及び時間、その際の利 
      用者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を介護記録に記載することとします。 
 
（秘密の保持） 
第９条  当施設とその職員は、業務上知り得た入居者又は身元引受人若しくはその家族等に関する

秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供につい

ては、当施設は、入居者及び扶養者から、予め同意を得た上で行うこととします。 
      ①  介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業 
        者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 
      ②  介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この

場合、入居者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 
    ２  前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
 
（重度化した場合に関する指針） 
第１０条 入居者が身体的・精神的に重度化した場合は、主治医や提携医療機関との適切な判断等

により関連医療機関と連携を図り、対応する。 
2 グループホーム千同ひまわり利用期間中に医療機関入院された場合における料金は、家賃

及び介護保険法の定める費用とする。 
3 入院期間が 2 週間を超え身体的精神的に悪化し長期に渡る場合は入居者及び身元引受人と

共に話し合い、当法人グループ（医療法人みやうち）及び他の医療機関と調整し総合的に

判断し、対応するものとする。 
 
（看取りに関する指針） 
第１１条  当施設では、その人がその人らしく最後を迎えられるよう、本人の意思を尊重し、家族

の心身の負担に配慮して、本人・家族の意向に沿った支援を行います。本人及び家族から

看取りを希望された場合は、主治医の診断（医学的に回復不能な状態と判断したとき）に

伴い、看取りの説明を行い、十分に納得された上で対応させていただきます。尚、看取り

ケアについては、状態の変化に応じて家族、主治医、看護師、相談員、当施設職員が誠意

を持って取り組みます。 
① 当該事業所の看取りに関する考え方 



   ② 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 
   ③ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 
   ④ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 
   ⑤ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 
   ⑥ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 
   ⑦ 家族等への心理的支援に関する考え方 
   ⑧ その他看取り看護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の 
    方法 
 
（緊急時の対応） 
第１２条  当施設は、入居者に対し、受診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機

関での診療を依頼することがあります。 
    ２  当施設は、入居者に対し、当施設における認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対

応型共同生活介護）サービスの対応が困難 な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断

した場合、他の専門的機関を紹介します。 
    ３  前２項のほか、入居利用中に入居者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入居者及び 
      扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 
 
（要望又は苦情等の申出） 
第１３条  入居者及び身元引受人は、当施設の提供する認知症対応型共同生活介護（介護予防認知

症対応型共同生活介護）サービスに対しての要望又は苦情等について、管理者に申し出る

ことができます。(別紙２参照) 
 
（賠償責任） 
第１４条  認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）サービスの提供に伴

って当施設の責に帰すべき事由によって、入居者が損害を被った場合、当施設は、入居者

に対して、損害を賠償するものとします。 
      ２  入居者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入居者及び身元引受

人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 
 
（事故発生時の対応） 
第１５条 入居利用中に入居者に転落、転倒、誤飲、誤薬、無断外出等の事故が発生した場合は、

必要に応じ病院等で治療、家族等への事故内容状況の報告、必要に応じ警察への連絡、保

険者及び広島市へ連絡します。 
 
（高齢者虐待防止） 
第１６条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じる。 

 （１）利用者に対する虐待防止に迅速かつ適切に対応するため虐待防止責任者を定め、必要な措

置を講ずる。 
（２）基本的な職業倫理・専門性に関する学習を徹底し、ケアの質の向上を図る。また、関連す

る法律や規定の内容について研修等を通じて学び、従業者の人権意識の向上や知識や技術

の向上を図る。 

（３）家族等の介護者の高齢者虐待の理解促進のための支援や啓発活動を行う。 

（４）虐待が疑われる事例を発見した場合、市町等関係機関に報告する。 

（５）個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努める。 

（６）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等

の権利擁護に取り組める環境の整備を行う。 



 
（利用契約に定めのない事項） 
第１７条  この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、 
        入居者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
 
 
（第三者評価の実施） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施している  実施していない 

【実施日：  年  月  日】    【評価機関名：             】      

【結果の開示状況：                              】 



（別紙１） 
 

グループホーム千同ひまわりのご案内 
 

１  施設の概要 

（１）施設の名称等 

        施設名：グループホーム千同ひまわり 

        開設年月日：平成２４年 ４月 １日 

        所在地：広島市佐伯区千同二丁目６番２９号 

        電話番号：０８２－９２４－２５６７  ＦＡＸ番号：０８２－９２４－２５６６ 

        管理者：讃井 晴代  

        介護保険指定番号：３４９０２００５７７ 

 

（２）グループホーム千同ひまわりの運営方針 

        共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常 
      生活上での世話及び機能訓練を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日 
      常生活を営むことができるようにするものとする。 
        事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携 
      を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
 
（３）施設の職員体制 

       職    種      定員                         職  務  内  容 

   管 理 者            １  業務の統括 

   計画作成担当者            １  入居者の介護計画の作成 

   介 護 職 員          ２２  入浴、排泄、食事等日常生活上の世話、機能訓練 

   ※管理者と計画作成担当者と介護職員は兼務することがある。 

 

（４）入居定員等    定員：１８名  個室：１８室 

 

２  サービス内容 

  ①  認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）計画の作成 

  ②  入浴、排泄、食事、着替え等の介護その他生活上の世話 

  ③  機能訓練 

  ④  相談援助サービス 

  ⑤  おむつの提供 

  ⑥  理美容 

  ⑦  行政手続代行 

  ⑧  その他 
      ※これらのサービスのなかには、入居者の方から基本料金とは別に利用料金を頂く場合も 
        あります。 
 
３  利用料金   

     別途資料（グループホーム千同ひまわり利用料金表）をご覧ください。 

     毎月１０日前後に、前月分の請求書をお送り又はお渡しします。当該料金は毎月２７日（２

７日が土日祝日の場合はその翌営業日が振替日となります。）に口座振替とさせていただきま

す。 

 

 



４  協力医療機関等 

    当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

    ・協力医療機関 

名  称  廿日市野村病院 

        所在地  廿日市市宮内字佐原田4209-2 

  ・協力医療機関 

名  称  原田病院 

        所在地  広島市佐伯区海老山町7-10 

    ・協力歯科医療機関 

        名  称  はなみずき歯科医院 

        所在地  広島市佐伯区千同1丁目19-26 
  ・医療連携体制先 

    名 称 廿日市野村病院 

    所在地 廿日市市宮内字佐原田4209-2 

 

５  施設利用に当たっての留意事項 

    ・面会：面会時間  特に決まった時間はありません。 

    ・外出・外泊：管理者の許可が必要ですので、まえもって職員へお知らせ下さい。 

 

６  非常災害対策 

      この施設の火災その他、非常事故を未然に防止し、万一災害が発生した場合、施設の被害を 

    最小限度にするため、「有限会社メディカルサービス廿日市防災規程」を定める。 

 

７  禁止事項 

    当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、次の行為を禁止します。 

    ①  施設の秩序、風紀を乱し、また安全衛生を害すること 

    ②  指定した場所以外で火気を用いること。 

    ③  営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

 

８  その他 

    当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

認知症対応型共同生活介護入居利用同意書 

（介護予防認知症対応型共同生活介護） 
 

グループホーム千同ひまわりを入居利用するにあたり、認知症対応型共同生活介護入居利用（介

護予防認知症対応型共同生活介護）約款及び別紙１、別紙２、別紙３、グループホーム千同ひまわ

り利用料金表を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解し

た上で同意します。また、第９条の情報提供につきましても同意します。 

 

   年  月  日 

 

                                          ＜入居者＞ 

                                            住  所 

                                            氏  名                                    

 

                                          ＜身元引受人（続柄      ）＞ 

                                            住  所 

                                            氏  名                                    

 

グループホーム千同ひまわり 

管 理 者  讃井 晴代   殿 

 

 

［本約款第６条の請求書および明細書の送付先］ 

 

    氏    名                                                         （続柄          ） 

 

    住    所 

 

    電話番号 

 

 

［本約款第１２条３項の緊急時の連絡先］ 

 

    氏    名                                                         （続柄          ） 

 

    住    所 

 

    電話番号 

 
 
 

（事業者用） 



 
認知症対応型共同生活介護入居利用同意書 

（介護予防認知症対応型共同生活介護） 
 

グループホーム千同ひまわりを入居利用するにあたり、認知症対応型共同生活介護入居利用（介

護予防認知症対応型共同生活介護）約款及び別紙１、別紙２、別紙３、グループホーム千同ひまわ

り利用料金表を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解し

た上で同意します。また、第９条の情報提供につきましても同意します。 

 

  年  月  日 

 

                                          ＜入居者＞ 

                                            住  所 

                                            氏  名                                    

 

                                          ＜身元引受人（続柄      ）＞ 

                                            住  所 

                                            氏  名                                    

 

グループホーム千同ひまわり 

管 理 者  讃井 晴代  殿 

 

 

［本約款第６条の請求書および明細書の送付先］ 

 

    氏    名                                                         （続柄          ） 

 

    住    所 

 

    電話番号 

 

 

［本約款第１２条３項の緊急時の連絡先］ 

 

    氏    名                                                         （続柄          ） 

 

    住    所 

 

    電話番号 

 
 
 

（利用者様控え） 



グループホーム千同ひまわり利用料金表 
 
１  保険給付の自己負担額 
  ①  居宅サービス費 

※ 医療連携体制加算Ⅰ：１日につき（イ）５７単位（ロ）４７単位（ハ）３７単位加算されます。 

※ 医療連携体制加算Ⅱ：１日につき５単位加算されます。   （Ⅰ/Ⅱ共に要支援２を除く） 

※ 協力医療機関連携加算：１月につき１００単位加算されます。 

※  初期加算：入居後及び３０日を超える入院後に再入居した場合、３０日以内の期間について１日 

につき３０単位加算されます。 

※ 口腔衛生管理体制加算：１月につき３０単位加算されます。 

   ※ 口腔・栄養スクリーニング加算：６月ごとに２０単位加算されます。 

※ サービス提供体制強化加算Ⅰ：１日につき２２単位加算されます。 

※ 科学的介護推進体制加算：１月に４０単位加算されます。 

※ 生産性向上推進体制加算Ⅱ：１月に１０単位加算されます。 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１０単位/５単位加算されます。 

 ②  その他 法令で定められるもの（実施した場合）  

※ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１００単位/２００単位加算されます。 

※ 認知症専門ケア加算Ⅰ：１日につき３単位加算されます。 

   ※ 認知症チームケア加算（Ⅰ）/（Ⅱ）：１月に１５０単位/１２０単位加算されます。 

※ 看取り介護加算：１日につき下記のとおり加算されます。 

＜・７２単位（死亡日以前３１日以上４５日以下）・１４４単位（死亡日以前４日以上３０日以下） 

６８０単位（死亡日前日及び前々日）・１，２８０単位（死亡日）＞ 

※ 若年性認知症利用者受入加算：１日につき１２０単位加算されます。 

※ 退居時情報提供加算：２５０単位加算されます。（退居時に利用者１人につき１回限り） 

※  入院時費用：１日につき２４６単位加算されます。（１月に６日まで上限） 

※ 新興感染症等施設療養費：１日につき２４０単位（１月連続５日まで） 

◎ 介護職員等処遇改善加算Ⅲ：１月あたり総単位数に０．１５５を乗じた額が加算されます。 

☆上記の加算は、５級地（広島市）につき、１．０４５を乗じた（ご利用月の合計に対し）金額が自

己負担額になります。介護負担割合が２割・３割の方は、自己負担額が２倍・３倍になります。 

 

２  利用料（保険給付外） 

         費      目          日額、月額等                      内      訳  

      家 賃                63,000 円/月     １日につきおよそ2,100円 

      共   益   費         20,000 円/月      水道光熱費含む（１日につきおよそ667円） 

      食 材 料 費                  1,780 円/日      朝食520円  昼食630円  夕食630円 

     教 養 娯 楽 費                   実  費          クラブ活動、行事の材料費 

      散 髪 代                   実 費    

紙パンツ・紙おむつ等        実 費 

      敷 金                   150,000 円      入居時 

※退居時に修繕費を差し引いて残金を清算させていただきます。 

 1日あたり １か月あたり（３０日） １割負担 ２割負担 ３割負担 

要  支 援  ２ ７４９単位 ２２，４７０単位 ２３，４８１円 ４６，９６２円 ７０，４４３円 

要 介 護 １         ７５３単位 ２２，５９０単位 ２３，６０６円 ４７，２１３円 ７０，８１９円 

要 介 護 ２         ７８８単位 ２３，６４０単位 ２４，７０３円 ４９，４０７円 ７４，１１１円 

要 介 護 ３         ８１２単位 ２４，３６０単位 ２５，４５６円 ５０，９１２円 ７６，３６８円 

要 介 護 ４         ８２８単位 ２４，８４０単位 ２５，９５７円 ５１，９１５円 ７７，８７３円 

要 介 護 ５         ８４５単位 ２５，３５０単位 ２６，４９０円 ５２，９８１円 ７９，４７２円 



 

（別紙２） 

入居者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

事業所又は施設名 グループホーム千同ひまわり 

サービス種類 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

   

措  置  の  概  要 

  １  入居者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

        連絡先 

          グループホーム千同ひまわり  電話番号  ０８２－９２４－２５６７ 

                   受付曜日 月曜日～日曜日 

                   受付時間 ８：３０～１７：００ 

        担当者 

          グループホーム千同ひまわり  管 理 者（苦情解決責任者）   讃井 晴代 

                   計画作成担当者（苦 情 受 付 者）   亀谷 健一 

 

  ２  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

      （１）書面を作成し、次の項目について記載事項の充実を図る。 

            １ 誰が  ２ いつ  ３ どこでどのようなサービスにおいて 

４ どのような対応、内容において ５ どの部分に対しての苦情があるか 

６ 期待する内容について 

      （２）苦情処理会議を開き、（１）の記載事項について要因を分析し、対応の検討する。 

      （３）対応方法の決定。 

      （４）苦情を処理する。（電話、訪問等にて説明、話し合い） 

      （５）苦情処理困難な事例に対しては他機関との連携を図る（国保連、広島市等）。 

      広島県国民健康保険団体連合会   （０８２）５５４－０７８３ 

      広島市健康福祉局介護保険課   （０８２）５０４－２１８３ 

      広島市佐伯区厚生部福祉課高齢介護係   （０８２）９４３－９７３０ 

      （６）決定した今後の方針について苦情申し立て者へのフィードバックの充実を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ３ 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合記入） 

      （１）苦情内容を吟味、検討し、調整を図り、改善するために事業者代表、サービス担当者、利用者、

苦情処理担当者等で会議を開催する。経過、改善方法を記録し、保管する。 

      （２）その件に対して、モニタリングを行い、監視、評価する。 

      （３）内容について事業所内に掲示する。 

   （４）情報資料として役立てる。 

 

  ４  その他参考事項 

        苦情に対しての迅速な対応について会議等で常に確認する。 

    各サービスの内容を熟知すること。 

情報の交換と情報保持に努めること。 

 

利用者・家族 

苦情 
苦情処理会議 

（受付時開催） 

担当者・本社職員 

運営推進会議 

（隔月1回開催） 

町内会、地域包括、家族 
フィードバック 

協議 

意見具申 

広島県国民健康保険団体連合会 

広島市健康福祉局介護保険課 

広島市佐伯区厚生部福祉課高齢介護係 

連

携 苦情 



 
（別紙３） 

個人情報の利用について 

当施設では、個人情報について、利用目的を以下のとおり定めております。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔当施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 －会計・経理 －事故等の報告 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サ

ービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究、施設内への写真・作品等及び居室、面会簿への氏名の掲示 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


